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　個人事業者の方で、令和元年分の確定消費税額（地方消費税額は含みません。）が48万円を超える方は、消費
税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
　「令和元年分の確定消費税額」とは、令和元年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、修正申告
若しくは期限後申告を行った場合又は更正若しくは決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の
年税額をいいます。

１　前年実績による中間申告
　令和元年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中
間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提
出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。

 消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは
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■ 2020.6.15現在　※試合日程・時間・開催球場等は変更となる場合がございます

ホームゲーム 札幌ドーム ビジターゲーム8AUGUST

今月は、８月の試合日程とファイターズのマスコット「フレ
ップ」から出題されるクイズをお届けします！
クイズ全問正解の方から抽選で18名様に『選手の直筆サイ
ンボール』をプレゼント！
フレップクイズに応募してサインボールをゲットしよう！

フレップクイズ未来予想！

堀
ほ り み ず き

瑞輝選手
投手
背番号34
1998年5月10日生
身長　177cm
体重　80cm
投打　左・左
出身地　広島県
出身　広島新庄高

鶴
つ る お か し ん や

岡慎也選手
捕手
背番号22
1981年 4月11日生
身長　176cm
体重　78kg
投打　右・右
出身地　鹿児島県
出身　樟南高～三菱重工横浜
　　　硬式野球クラブ

2020年
占冠村応援大使

■応募方法
下記URLまたはQRコ
ードよりご応募くださ
い。
https://form.fighters.
co.jp/hokkaido179_quiz2020/
input
※ページは８月１日より閲覧
　できます

■８月25日(火)応募締切

■注意事項
※当選者の発表は、賞品の発送を
　もってかえさせていただきます
※プレゼントの選手は選べません
※郵送での応募は受け付けており
　ません

8月試合日程はこちらから
ご確認ください

 中間申告の方法と納付　～次の2つの方法のいずれかによることができます～

令和元年分の
確定消費税額（注） 中間申告・納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限

48万円超400万円以下 年1回
令和元年分の確定消費税額の
12分の6の消費税額とその78分
の22の地方消費税額

令和２年8月31日（月）

（振替納税利用の場合の振替日）
令和２年9月28日（月）

400万円超4,800万円以下 年3回
令和元年分の確定消費税額の
12分の3の消費税額とその78分
の22の地方消費税額 国税庁ホームページ

(https://www.nta.go.jp)でご確
認ください。

4,800万円超 年11回
令和元年分の確定消費税額の
12分の1の消費税額とその78分
の22の地方消費税額

（注）「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額（申告書⑨欄の差引税額）をいいます。

2　仮決算に基づく中間申告
　「1　前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、こ
れに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。
　なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません（マイナスとなった場合は、中
間申告税額は「0」になります。）。また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う取扱い」
①　令和元年分の確定申告書の提出期限が延長されているため、令和元年分の消費税の年税額が確定していない場合
には、中間申告・納付をする必要はありません。

②　令和元年分の消費税の年税額が確定している場合において、中間申告書を提出期限までに提出することが困難な
場合には、提出期限の延長が認められます。

③　中間申告書を提出期限までに提出することが困難な場合には、中間申告書の提出ができることとなった時点で、
中間申告書の提出の際に、その中間申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載し、提出いただければ、事後的に提出期限の延長が認められます。

④　当期の業績が悪化しているような場合には、「１　前年実績による中間申告」の方法に代えて、「２　仮決算に基
づく中間申告」の方法によることもご検討ください。

⑤　中間申告書を提出期限までに提出することが可能な場合において、その提出期限までに提出がなかったときは、
提出期限において「１　前年実績による中間申告」の方法による中間申告書の提出があったものとみなされ、上
記納付期限までに納税する必要があります。

　　なお、一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、納税の猶予制度を適用できる場合
があります。

　※　その他、新型コロナウイルス感染症に関連した税務上の取扱いについては、国税庁ホームページ（特集：新型
　コロナウイルス感染症に関する対応について）をご覧ください。

問　富良野税務署　総務課　☎　22-2144


